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第２次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）策定の経過

■平成 23 年度
年　月　日 事　項 内　容　等

平成 23 年７月 26 日 男女平等推進施策調整会議幹事会

・次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」の策定について

・男女平等社会づくりに向けた県民意識調
査の実施について

平成 23 年 10 月 28 日
～ 11 月 11 日 男女平等社会づくりに向けた県民意識調査

次期計画策定の基礎資料として男女共同
参画に関する県民意識を調査
・満 20 歳以上の男女 3,000 人
・有効回答率　52.5％

平成 23 年 11 月 22 日 第１回新潟県男女平等社会推進審議会 次期計画策定スケジュールについて

平成 23 年 12 月 22 日 男女平等推進施策調整会議幹事会作業部会
合同会議

・次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」の策定について

・男女平等社会づくりに向けた県民意識調
査の結果概要（中間報告）

平成 24 年２月８日 第２回新潟県男女平等社会推進審議会

・次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」策定に関する諮問

・次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」策定の進め方について

・「男女平等社会づくりに向けた県民意識
調査」の概要

平成 24 年 2 月 14 日 男女平等推進施策調整会議 次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」の策定について

平成 24 年３月９日 第３回新潟県男女平等社会推進審議会

・男女平等社会づくりに向けた県民意識調
査結果の説明

・次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」の重点目標の検討

■平成 24 年度
年　月　日 事　項 内　容　等

平成 24 年５月 30 日 男女平等推進施策調整会議幹事会作業部会
合同会議

・次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」の策定について

・次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」の体系（案）について

・男女平等社会づくりに向けた県民意識調
査の結果概要

平成 24 年６月 20 日 第１回新潟県男女平等社会推進審議会
次期「新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）」の重点目標、施策の基本
的方向について検討

平成 24 年８月 30 日 第２回新潟県男女平等社会推進審議会 次期新潟県男女共同参画計画（素案）に
ついて検討

平成 24 年 10 月 31 日 第３回新潟県男女平等社会推進審議会 次期新潟県男女共同参画計画（素案）に
ついて検討及び決定

平成 24 年 11 月 20 日
～ 11 月 29 日

地域懇談会
・新潟会場（11 月 20 日　新潟ユニゾンプラザ）
・佐渡会場（11 月 22 日　佐渡島開発総合センター）
・長岡会場（11 月 27 日　アオーレ長岡）
・上越会場（11 月 29 日　高陽荘）

次期新潟県男女共同参画計画（素案）に
関する県民との懇談会

平成 24 年 11 月 21 日
～ 12 月 20 日 県民意見募集（パブリック・コメント） 次期新潟県男女共同参画計画（素案）に

関する県民意見募集

平成 25 年２月５日 第４回新潟県男女平等社会推進審議会 第２次新潟県男女共同参画計画答申（案）
の検討及び決定

平成 25 年２月 21 日 男女平等推進施策調整会議幹事会 第２次新潟県男女共同参画計画（男女平
等推進プラン）（案）について

平成 25 年２月 22 日 新潟県男女平等社会推進審議会から知事へ
の答申

■平成 25 年度
年　月　日 事　項 内　容　等

平成 25 年７月 第２次新潟県男女共同参画計画（男女平等
推進プラン）策定
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新潟県男女平等社会推進審議会委員名簿
平成 22 年８月１日～平成 25 年３月 31 日

氏　　　名 役職名等 備　　　考

　　荒木　　正 長岡市立阪之上小学校長 平成 24 年５月７日から

　　猪俣　清子 新潟県保育連盟代議員 平成 24 年８月１日から

　　岩渕　　浩 弁護士

　　大島　煦美子 （財）新潟県女性財団理事長

　　大出　恭子 コミュニティ・リーダーズ・ネットワーク代表

　　大橋　　清 公募委員 平成 24 年８月１日から

　　小野塚　崇 （社）新潟県経営者協会顧問

　　小柳　優子 日本労働組合総連合会新潟県連合会執行委員

　　椛澤　アイ子 ㈱ジェイマックソフト常務取締役

　　神田　敏郎 阿賀町長

　　工藤　曉美 公募委員 平成 24 年７月 31 日まで

　　小浜　由美子 公募委員 平成 24 年８月１日から

　　小林　啓之 新潟日報社編集局報道部長兼編集委員 平成 24 年５月７日から

　　笹川　桂一 上越市自治・市民環境部長 平成 24 年５月 15 日から

　　佐々木　綾子 村上地域振興局長

　　佐藤　泰子 公募委員 平成 24 年７月 31 日まで

　　澁谷　伸子 新潟県保育連盟代議員 平成 24 年７月 31 日まで

　　清田　輝子 農村地域生活アドバイザー連絡会会長 平成 24 年７月 31 日まで

○　得丸　定子 上越教育大学教授

　　長島　久子 農村地域生活アドバイザー連絡会会長 平成 24 年８月１日から

　　夏井　陽三 新潟日報社編集局報道部長 平成 24 年３月 31 日まで

◎　西野　喜一 新潟大学大学院実務法学研究科教授

　　野口　壮弘 上越市自治・市民環境部長 平成 24 年３月 31 日まで

　　樋熊　憲子 公募委員 平成 24 年８月１日から

　　本間　直子 新潟労働局雇用均等室長

　　丸山　結香 （有）Ｍａｘ・ＺＥＮ performance consultants 代表取締役

　　三井田　隆 公募委員 平成 24 年７月 31 日まで

　　山口　又一郎 村上市立村上小学校長 平成 24 年３月 31 日まで
◎：会長　○：会長代行	 （五十音順、敬称略）
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男女共同参画に関する行政関係年表（国際婦人年以降）

年　号 世界の動き 日本の動き 新潟県の動き

昭和 50 年
(1975)

国際婦人年
国際婦人年世界会議 ( メキシコ
シティ）
｢世界行動計画｣ 採択

婦人問題企画推進本部設置
婦人問題企画推進会議開催
総理府に婦人問題担当室設置

昭和 51 年
(1976)

国連婦人の十年
 (1976 ～ 1985)

昭和 52 年
(1977)

｢国内行動計画｣ 策定
国立婦人教育会館開館

青少年福祉課 ( 民生部 ) 母子婦
人係が婦人問題担当

昭和 54 年
(1979)

国連総会 ｢女子差別撤廃条約｣
採択

昭和 55 年
(1980)

｢国連婦人の十年｣ 中間年世界会
議 ( コペンハーゲン）
｢国連婦人の十年後半期行動プロ
グラム｣ 採択

｢女子差別撤廃条約｣ 署名

昭和 60 年
(1985)

｢国連婦人の十年｣ 世界会議
( ナイロビ )
｢婦人の地位向上のためのナイロ
ビ将来戦略｣ 採択

｢国籍法｣ 改正
｢男女雇用機会均等法｣ 公布
｢女子差別撤廃条約｣ 批准

婦人青少年課 ( 民生部 ) に改称
｢新潟県婦人対策の方向｣ 策定
(S60 ～ S70 年度 )

昭和 62 年
(1987)

｢西暦 2000 年に向けて新国内行
動計画｣ 策定

平成２年
(1990)

国連婦人の地位委員会拡大会期
国連経済社会理事会「婦人の地
位向上のためのナイロビ将来戦
略に関する第１回見直しと評価
に伴う勧告及び結論」採択

婦人青少年課に婦人係設置

平成３年
(1991)

｢育児休業法｣ 公布
｢西暦 2000 年に向けての新国内
行動計画 ( 第１次改定 )｣ 策定

女性児童課 ( 民生部 ) に改称し、
課内に女性政策推進室設置
女性問題協議会を設置

平成４年
(1992)

初の婦人問題担当大臣任命 ｢にいがたオアシス女性プラン｣
策定 ( ３月 )

平成５年
(1993)

国連総会 ｢女性に対する暴力の
撤廃に関する宣言｣ 採択

｢パートタイム労働法｣ 公布、施
行

(財)新潟県女性財団設立(４月)

平成６年
(1994)

総理府に男女共同参画室設置
男女共同参画審議会設置 ( 政令 )
男女共同参画推進本部設置

平成７年
(1995)

第 4 回世界女性会議 ( 北京 )
｢北京宣言及び行動綱領｣ 採択

｢育児休業法｣ 改正
( 介護休業制度の法制化 )

平成８年
(1996)

男女共同参画推進連携会議 ( え
がりてネットワーク ) 発足

「男女共同参画ビジョン｣ 答申
「男女共同参画 2000 年プラン」
策定

｢ニューにいがた女性プラン｣ 策
定（３月）
改組して女性政策課 ( 環境生活
部 ) 設置
新潟ユニゾンプラザ開館 ( ８月 )
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年　号 世界の動き 日本の動き 新潟県の動き

平成９年
(1997)

男女共同参画審議会設置 ( 法律 )
「男女雇用機会均等法｣ 改正
「介護保険法｣ 公布

平成 11 年
(1999)

 「男女共同参画社会基本法｣ 公
布、施行

「食料・農業・農村基本法｣ 公布、
施行

平成 12 年
(2000)

国連特別総会 ｢女性 2000 年会
議｣ ( ニューヨーク )
｢政治宣言｣､ ｢北京宣言及び行動
綱領実施のための更なる行動と
イニシアティブ｣（成果文書）採
択

「ストーカー行為等の規制等に関
する法律｣ 公布、施行

「児童虐待の防止等に関する法律
｣ 公布、施行

「人権教育及び人権啓発の推進に
関する法律｣ 公布、施行

「男女共同参画基本計画｣策定（12
月）

平成 13 年
(2001)

男女共同参画会議設置
内閣府に男女共同参画局設置

「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律｣ 施行

「育児・介護休業法｣ 改正
第１回男女共同参画週間
閣議決定 ｢仕事と子育ての両立
支援策の方針について｣

｢新潟・新しい波 男女平等推進
プラン (H13 ～ 17 年度 )｣ 策定
( ３月 )
男女平等推進施策調整会議（議
長：知事）設置（７月）

平成 14 年
(2002)

「新潟県男女平等社会の形成の推
進に関する条例」制定 ( ３月 )、
施行
男女平等社会推進課 ( 県民生活・
環境部 ) に改称
新潟県男女平等社会推進審議会
設置（８月）
男女平等推進相談室開設 ( ８月 )

平成 15 年
(2003)

男女共同参画推進本部決定 ｢女
性のチャレンジ支援策の推進に
ついて｣

「次世代育成支援対策推進法｣ 公
布、施行

「少子化社会対策基本法｣ 公布、
施行

平成 16 年
(2004)

男女共同参画推進本部決定 ｢女
性国家公務員の採用・登用の拡
大等について｣

「配偶者暴力防止法｣ 改正
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平成 17 年
(2005)

第 49 回国連婦人の地位委員会
国連『北京＋ 10』世界閣僚級会
合 ( ニューヨーク )

「育児・介護休業法｣ 改正
男女共同参画基本計画（第２次）
策定 (12 月 )

「女性の再チャレンジ支援プラン
｣ 策定

平成 18 年
(2006)

男女共同参画推進本部決定 ｢国
の審議会等における女性委員の
登用の促進について｣

「男女雇用機会均等法｣ 改正
「女性の再チャレンジ支援プラン｣
改定

｢新潟県男女共同参画計画 ( 男女
平等推進プラン )(H18 ～ 24 年
度 )｣ 策定 ( ３月 )

「ハッピー・パートナー企業（男
女共同参画推進企業）」登録制度
開始（７月）
県の各所属に「男女共同参画推
進員」設置（10 月）

平成 19 年
(2007)

「配偶者暴力防止法｣ 改正
「パートタイム労働法｣ の改正
「子どもと家族を応援する日本｣
重点戦略取りまとめ

「仕事と生活の調和 ( ワーク・ラ
イフ・バランス ) 憲章｣ 及び
｢仕事と生活の調和推進のための
行動指針｣ 策定

｢新潟県ワーク・ライフ・バラン
ス推進共同宣言｣ 実施 (10 月 )

平成 20 年
(2008)

「女性の参加加速プログラム｣ 男
女共同参画推進本部決定

「次世代育成支援対策推進法｣ 改
正

平成 21 年
(2009) 「育児・介護休業法｣ 改正

平成 22 年
(2010)

国連『北京＋ 15』世界閣僚級会
合 ( ニューヨーク )

男女共同参画基本計画（第３次）
策定 (12 月 )

平成 23 年
(2011)

UN Women（ジェンダー平等と
女性のエンパワーメントのため
の国連機関）正式発足

平成 24 年
(2012)

「「女性の活躍促進による経済活
性化」行動計画～働く「なでしこ」
大作戦～」策定

平成 25 年
(2013)

｢第２次新潟県男女共同参画計画
( 男女平等推進プラン )(H25 ～
28 年度 )｣ 策定 (7 月 )


